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北九州市告示第４７２号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７５条第２

項及び第１１５条の５第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者及び指

定介護予防サービス事業者から廃止の届出があったので、法第７８条及び第１

１５条の１０の規定により、次のとおり告示する。 

  平成３０年１２月７日 

北九州市長 北 橋 健 治 

訪問看護及び介護予防訪問看護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃止年月

日 

４ ０ ６ ６

４ ９ ０ ０

６３００

訪問看護 結 北九州市小倉北

区若富士町５番

１２－３０１号 

医 療 法 人 ホ

ー ム ク リ ニ

ック 

平成３０ 

年１１月 

３０日 
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